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第６章 具体的な取組 
 

１ 道路交通に関する取組 
 

 

  
【基本方針１（道路交通における方針）】 

市民生活や産業活動を支える効果的な道路ネットワークの実現 

＜道路交通における施策の展開＞ 
 

＜道路交通に関する取組＞ 
 
【１－(1)－ア】 

整備効果の高 都市計画道路の整備 

【１－(1)－イ】 

高規格幹線道路等の早 供用に向けた

国及び県への 望 

 

【１－(2)】 

国道 246 号交差点の混雑やバス路線の

混雑対策と工業団地等のアクセス向上

のための道路整備 

【１－(2)－ア】 

国道 246 号断面の混雑箇所における交

差点改良 

【１－(2)－イ】 

鉄道駅やインターチェンジへのアクセ

ス向上に効果 高 道路整備の推進 

【１－(4)－ア】 

狭あ 道路の整備 

【１－(4)－イ】 

代替性のある道路、橋りょう、舗装等の

計画的な整備及び維持管理 

【１－(3)－ア】 

主 市道等の歩道整備 

【１－(3)－イ】 

生活道路における交通安全対策 

【１－(3)－ウ】 

自転車利用環境の整備 

【１－(4)】 

災害に備えた道路整備と計画的な維持

管理 

【１－(3)】 

歩行者や自転車 安 で安全に移動で

きる道路整備 

【１－(1)】 

厚木秦野道路の整備促進とアクセス向

上を図る都市計画道路の整備 
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【１－(1)－ア】整備効果の高 都市計画道路の整備 

➢ 市内の交通量の分散及び利便性向上並びに国道 246号の混雑緩和のために、（都）

厚木環状２号線、（都）上今泉岡津古久線、（都）厚木環状３号線の整備が効果

的であることから、これら環状方向の道路整備を推進します。 

 

■道路整備効果 

＜整備前＞                 ＜整備後＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１－(1)－イ】高規格幹線道路等の早 供用に向けた国及び県ヘの 望 

➢ 国道 246 号の混雑緩和や環状連携軸としての機能強化を図るため、厚木秦野道

路の早期整備促進に向け、引き続き事業推進を強力に後押しするとともに、関

係自治体と連携し、国等への要望活動を積極的に行っていきます。 

➢ 座間市や海老名市等の周辺地域へのアクセス向上を図るため、県道 42号（藤

沢座間厚木）、県道 22号（横浜伊勢原）等の整備について、関係行政機関に要

望していきます。 

 

 

 

 

 

【１－(2)－ア】国道 246号断面の混雑箇所における交差点改良 

➢ 郊外と鉄道駅を結ぶ路線バスの定時性及び速達性向上に向けて、主要なバス路線
となっている水引交差点、愛甲宮前交差点等の国道 246号と放射状道路との交差

＜道路交通における施策の展開１－(1)＞ 

厚木秦野道路の整備促進とアクセス向上を図る都市計画道路の整備 

＜道路交通における施策の展開１－(2)＞ 

国道 246号交差点の混雑やバス路線の混雑対策と工業団地等のアクセス向上のため

の道路整備 
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点について、右折レーン延長等のハード整備と併せ、情報通信技術（ＩＣＴ）の

活用による信号現示の調整等のソフト対策により混雑緩和を推進します。 

 

 ■ＩＣＴを活用した高度信号システム 

  〇需 予測信号 

 

［出典：東京都］ 

  

■右折レーンの延伸による交差点改良 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１－(2)－イ】鉄道駅やインターチェンジへのアクセス向上に効果 高 道路整備の

推進 

➢ 鉄道駅への交通集中による混雑緩和や、路線バスの定時性及び速達性向上に効果
の高い、（都）本厚木下津古久線、（都）尼寺原幹線等の道路整備を推進します。 

➢ 郊外の工業団地周辺の幹線道路の混雑緩和に効果の高い、（都）本厚木下津古
久線、（都）酒井下津古久線の整備を推進します。 

➢ 厚木秦野道路の整備の進捗に併せ、新たなインターチェンジへのアクセス向上
に効果の高い、（都）厚木環状２号線、（都）厚木環状３号線及び（都）船子飯山

線の整備を推進するとともに、（仮）上古沢煤ケ谷線の整備について神奈川県へ

要望していきます。  
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 ■効果的な道路ネットワークに必 な整備路線 
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【１－(3)－ア】主 市道等の歩道整備 

➢ 自動車交通量が多く、かつ歩行者交通量も多い市道戸室幹線、市道妻田中荻野
線等の歩道整備を推進します。その他の市道においても狭小歩道や、いわゆる

波打ち歩道の箇所を抽出し、高齢者及び障がい者など誰もが安全に通行できる

歩道を整備します。 

 

【１－(3)－イ】生活道路における交通安全対策 

(ｱ)通学路における交通安全対策 

➢ 通学路においては、道路管理者、交通管理者及び
教育委員会と連携しながら、横断歩道、カーブミ

ラー、カラー舗装等を整備します。 

➢ 交差点の歩道の巻き込み部には、歩行者の安全を
確保するための防護柵の設置を進めます。 

➢ 防犯まちづくりの観点も踏まえ、街路灯の設置や
周辺の見通しの確保など、犯罪が起きづらい環境整備に配慮します。 

 

(ｲ)  地への通過交通の流入防止策の実施 

➢ 通過交通が多い住宅地等には、区域（ゾーン）を定めて、時速 30㎞の速度規

制とその対策（ハンプ、シケイン、グリーンベルト等の整備）を組み合わせた

ゾーン 30の実施に向けて、交通管理者や地域住民等と連携しながら検討し、

対策を実施します。 

 

 

  

［出典：国土交通省］ 

＜道路交通における施策の展開１－(3)＞ 

歩行者や自転車 安 で安全に移動できる道路整備 

■スクールゾーン 

■生活道路対策エリア・ゾーン 30 
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【１－(3)－ウ】自転車利用環境の整備 

  (ｱ)自転車走行空間の整備 

➢ 自転車利用者が多い施設を中心に、自転車と歩行者が安全に通行できるよう
自転車走行空間の整備を進めます。特に鉄道駅周辺においては、自転車駐車

場の配置に合わせた整備を進めます。 

➢ 国道及び県道においては、道路管理者に要望し、連携して自転車走行空間の
整備を進めます。 

  ■市内における自転車走行空間整備例 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｲ)自転車利用による交通安全に対する啓発 

➢ 自転車利用者への交通ルールの周知徹底、マナー向上に関する啓発活動を引き
続き実施します。 

➢ 啓発活動は、駅や商業施設における定期的な街頭啓発活動や、学校等の教育施
設や地域における各種交通安全教室を中心に行います。 

また、市広報等の各種媒体を通した定期的な啓発を行います。 

 〇交通安全教室……自転車シミュレーターの活用、スケアードストレート 

 〇自転車マナーアップキャンペーン 

〇自転車ヘルメット着用運動 

〇各種媒体を活用した啓発      

    ■スケアードストレートによる 

交通安全教室の実施状況          ■自転車マナーアップキャンペーン 
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  (ｳ)自転車活用推進計画の策定 

➢ 環境に優しく、温室効果ガスの削減に繋がり、様々な移動手段として期待され
る自転車の活用について、国及び神奈川県において安全で快適な利用環境整備

に向けた自転車活用推進計画が策定されました。このことを踏まえ、本市にお

いても行政の役割を明確にし、走行空間の整備をはじめ、サイクルツーリズム、

交通安全等について、総合的かつ戦略的な施策の展開を図るため、厚木市自転

車活用推進計画を策定します。 

 

   ■自転車活用推進計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［出典：国土交通省］ 
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【１－(4)－ア】狭あ 道路の整備 

➢ 消防活動や緊急車両の通行空間確保や見通しを良くすることによる歩行者及び
自転車の安全性や防犯面にも考慮した、狭あい道路の整備を実施します。 

■狭あい道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【1－(4)－イ】代替性のある道路、橋りょう、舗装等の計画的な整備及び維持管理 

➢ 緊急輸送道路や代替性のある道路について、災害時において道路機能が確保で
きるよう無電柱化も含めた整備及び維持管理を推進します。 

➢ 主要な道路について、沿道建物の不燃化及び耐震化を推進します。 

➢ 老朽化により補修が必要となる橋りょう、舗装等も増加することから、道路の
計画的な維持管理と、災害に備えた改修等を進めます。 

➢ 道路の空間機能の維持や生活環境に密接な影響を及ぼす街路樹については、 安
全性確保の観点から、大径木化や老木化についてまびきや伐採を進めます。 

 

■道路、橋りょう、舗装などの整備及び維持管理 

 

 

 

  

＜道路交通における施策の展開１－(4)＞ 

災害に備えた道路整備と計画的な維持管理 

厚木市道路補修事務所の保有車両 橋りょう点検の実施状況（鮎津橋） 
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２ 公共交通に関する取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本方針２（公共交通における方針）】 

自動車に過度に依存しな スムーズで快適に移動できる安全な交通体系の実現 

＜公共交通に関する取組＞ 
 

＜公共交通における施策の展開＞ 
 

【２－(3)－ア】 

県央地域における鉄道ネットワークの

拡 に向けた調査研究 

【２－(3)－イ】 

リニア中央新幹線神奈川県駅、東海道

新幹線新駅へのバス路線開設や 方面

への高速バスの運行 

【２－(3)－ウ】 

観光ニーズ等、高規格幹線道路を活用

した高速バスの運行 

【２－(1)－ア】 

鉄道駅までのバス路線の維持及び強化 

【２－(1)－イ】 

路線バス優先策の実施 

【２－(1)－ウ】 

連節バスの新規路線導入による輸送力

の増強 

【２－(1)－エ】 

バス におけるバス待ち環境の整備 

【２－(1)－オ】 

バリアフリー環境の整備 

【２－(4)－ア】 
地域との協働によるコミュニティ交通
導入 

【２－(4)－イ】 
サイクルアンドバスライド自転車駐車
場の整備 

【２－(2)－ア】 

本厚木駅北口及び厚木バスセンターの

再整備 

【２－(2)－イ】 

愛甲石田駅における交通環境の改善 

【２－(3)】 

円滑に広域移動 可能となる広域交通

体系の充実 

【２－(4)】 

バス から離れた地域における路線バ

スを補完するサービスの提供 

【２－(1)】 

定時性及び速達性 確保された快適な

路線バスサービスの提供 

【２－(2)】 

スムーズな り換え 可能となる交通

結節点の整備 

【２－(5)】 

公共交通利用促進策の推進 

【２－(5)－ア】 
モビリティマネジメントの実施 

【２－(5)－イ】 
 継割引制度の検討 

【２－(5)－ウ】 
商業施設との連携したサービスの導入 

【２－(5)－エ】 
個人端末を活用したサービスの推進 
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【２－(1)－ア】鉄道駅までのバス路線の維持及び強化 

➢ 将来都市構造の形成に必要な放射連携・誘導軸を強化していくために、市道辻
戸室線や市道愛甲長谷線等の放射道路の主要なバス路線について、運行サービ

ス（運行本数、運行時間帯等）の水準を維持しつつ、路線バスの定時性、速達性

及び快適性の向上についてバス事業者等と連携を図ります。 

 

【２－(1)－イ】路線バス優先策の実施 

➢ 主要な路線バスの定時性及び速達性を確保し、路線バス走行環境を改善するた
め、混雑が発生している交差点付近を対象に、関係機関と調整を図りながら、

路線バス優先策を実施します。 

 

○専用レーンの延長及び新たな箇所への導入 

 ○ＰＴＰＳの検討及び導入 

■路線バス専用信号    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ＰＴＰＳ（公共車両優先システム） 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

  

＜公共交通における施策の展開２－(1)＞ 

定時性及び速達性 確保された快適な路線バスサービスの提供 
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【２－(1)－ウ】連節バスの新規路線導入による輸送力の増強 

➢ 利用者数が多く、また利用する時間帯が集中しやすい路線において、乗り溢れ
や車内の混雑を解消し、輸送力の増強を図るため、バス事業者と連携し、連節

バスの運行路線を拡大します。また、今後の需要が予測される連節バス路線を

検討します。 

 

＜導入候補路線＞ 

   〇厚木バスセンター～東京工芸大学 

〇愛甲石田駅～森の里 

 

  ＜検討路線＞ 

   〇厚木バスセンター～ツインシティ～平塚駅 

 

■厚木バスセンター～アクストを運行する連節バス 
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■連節バスの導入ルートとサイクルアンドバスライドの整備場所 
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【２－(1)－エ】バス におけるバス待ち環境の整備 

➢ 「バス待ち環境」の快適性を高めるため、乗車人員が多いバス停を中心に、ベ
ンチ及び上屋などの設備をバス事業者や道路管理者と連携し整備を促進します。

また、視覚障がい者や聴覚障がい者に配慮したバス待ち環境を推進します。 

 

■上屋やベンチが設置されたバス停 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      税務署入口バス  

 

■ベンチ等の設置のための用地確保が困難な場合に工夫して設置した例 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行の協力により、建物の軒先を活用      バス に隣接する公園内に設置 

 

■ハイグレードバス停※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (盛岡市 県庁市役所前バス ) 

 

  
※ハイグレードバス停とは 

屋根やベンチを設けることにより路線バスを快適に待つ環境を確保し、路線バスの到着接近表示や

情報表示器（ニュース、お知らせなどが流れる）などを装備したバス停 
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【２－(1)－オ】バリアフリー環境の整備 

(ｱ)バリアフリー車両の導入促進 

➢ 高齢者、障がい者、妊産婦等誰もが人が快適に利用できるよう、交通事業者が
負担する費用の一部を補助することにより、ノンステップバス及びユニバーサ

ルデザインタクシーの導入を促進します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)バリアレス縁石の導入 

➢ スムーズにバスの乗降できるよう、鉄道駅周辺や主要なバス停において、バス
が歩道に正着しやすいバリアレス縁石を導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※バリアレス縁石：側面を特殊な形状に加工し、バスの乗降口と停留所の隙間を小さくすることでバス停と

バス乗降口との段差や隙間（すきま）を解消する縁石  

■ノンステップバス ■ユニバーサルデザインタクシー 

■バリアレス縁石 ■新潟市における施工前・施工後のバス停車状況 

施工前          施工後 

平均離隔 50㎝      平均離隔 10㎝ 
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【２－(2)－ア】本厚木駅北口及び厚木バスセンターの再整備 

(ｱ)駅北口駅前広場の り場再整備 

➢ 駅北口駅前広場においては、乗り場の増設や分かりやすい乗り場案内表示の
整備を進めます。 

➢ 雨に濡れず快適に路線バス及びタクシーを待つことができるよう、上屋及び
ベンチを整備します。 

 

(ｲ)厚木バスセンターの再整備 

➢ 厚木バスセンターについては、発着機能の強化、待合環境の改善、案内情報
板の設置等を整備します。 

 

 

【２－(2)－イ】愛甲石田駅における交通環境の改善 

(ｱ)駅利用者の需 に対応した利用しやす 駅舎への改修 

➢ 多くの通勤通学者が利用する朝夕のピーク時は、今後も周辺の開発等による駅
利用者の増加が想定されることから、ホームへの昇降設備の増設や、改札口の

増設等を、鉄道事業者と連携して整備します。 

➢ 更なる利便性及び快適性の高い駅とするために、駅舎拡張等について検討を進
めます。 

 

(ｲ)各車両の需 に見合う  スペースを含めた駅前広場の拡張 

➢ 駅前広場における路線バス、タクシー、自家用車等の錯綜を改善するため、各
車両の需要に見合う乗降スペースを含めた北口駅前広場の拡張整備を進めま

す。 

 

(ｳ)駅周辺の歩行空間の整備 

➢ 駅周辺の歩行者の混雑解消と安全性を確保するため歩行空間の整備を進めま
す。 

 

 

  

＜公共交通における施策の展開２－(2)＞ 

スムーズな り換え 可能となる交通結節点の整備 
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【２－(3)－ア】県央地域における鉄道ネットワークの拡 に向けた調査研究 

➢ 小田急多摩線の市内への延伸について、ＪＲ相模線上溝駅までの延伸計画の進
捗状況を踏まえつつ、相模原市、愛川町、清川村及び厚木市で組織する「小田

急多摩線の延伸促進に関する連絡会」において調査研究を進め、関係機関への

働きかけを行うとともに、次期交通政策審議会答申への位置付けを目指しま

す。 

➢ 相鉄線の本厚木駅乗り入れについて関係機関へ働きかけを行っていきます。 

 

■鉄道ネットワーク拡大に向けた調査研究対象路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：小田急多摩線の延伸促進に関する連絡会の資料（平成 26（2014）年）に加筆］ 

 

  

＜公共交通における施策の展開２－(3)＞ 

円滑に広域移動 可能となる広域交通体系の充実 

小田急多摩線の延伸イメージ 
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【２－(3)－イ】リニア中央新幹線神奈川県駅、東海道新幹線新駅へのバス路線開設や

 方面への高速バスの運行 

➢ 開業が予定されているリニア中央新幹線神奈川県駅や、設置に向けた取組が進
められている東海道新幹線新駅へのアクセスについて検討します。 

 

【２－(3)－ウ】観光ニーズ等、高規格幹線道路を活用した高速バスの運行 

➢ 東名、新東名、圏央道等、高規格幹線道路網のメリットをいかし、東丹沢七沢
温泉郷及び飯山温泉郷などの観光ニーズや広域移動のニーズに対応するため、

高規格幹線道路を活用した高速バスの運行の可能性について、周辺自治体とも

連携しながら検討を進めます。 

 

      ■広域ネットワークイメージ         
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【２－(4)－ア】地域との協働によるコミュニティ交通導入 

➢ 都市計画マスタープランに掲げられた目標でもある、コンパクト・プラス・ネ
ットワーク型の都市構造の実現のため、放射連携・誘導軸となるバス路線を強

化することと、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続

けることができる地域包括ケア社会実現のため、日常生活の移動に不便を感じ

ている方へ移動手段を確保することを目指します。 

➢ これまでのバス利用促進を図る施策と併せ、バス停から離れた地域に居住し路
線バスを利用しにくい方、とりわけ車の運転ができない体の衰えを感じつつあ

る高齢者に対する施策を進めます。 

 

■路線バスを補完する移動サービスとしてのコミュニティ交通の運行イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■取りこぼしのない公共交通ネットワーク 

＜公共交通における施策の展開２－(4)＞ 

バス から離れた地域における路線バスを補完するサービスの提供 

バス停から住宅地 
コミュニティ交通 

駐輪場 
サイクル 
＆バスライド 定時性、速達性の向上 

バス停上屋等の整備 

取りこぼしのな 公共交通ネットワーク 
（主な利用者の概念図） 

高齢者、障

がい者福

祉施策に

より対応 

コミュニ

ティ交通

施策によ

り対応 

バス利用

環境向上

施策によ

り対応 
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【２－(4)－イ】サイクルアンドバスライド自転車駐車場の整備 

➢ バス停から離れた地域から、自転車でバス停までアクセスし、路線バスが利用
しやすくなるよう、要望が多く、利用が見込まれるバス停を中心にサイクルア

ンドバスライド自転車駐車場の整備を推進します。 

 

■サイクルアンドバスライドのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サイクルアンドバスライドの整備場所（P78参照） 

バス停 車場名 台数 

① 妻田薬師バス停 妻田薬師自転車駐車場 154台 

② 妻田バス停 妻田バス停前自転車駐車場 52台 

③ 松蓮寺バス停 松蓮寺バス停前自転車駐車場 100台 

④ 鳶尾団地バス停 鳶尾団地自転車駐車場 47台 

⑤ 藤塚バス停 藤塚公園前自転車駐車場 35台 

⑥ 依知小学校前バス停 依知小学校前自転車駐車場 50台 

⑦ 若宮橋バス停 若宮橋バス停前自転車駐車場 45台 

⑧ 山際バス停 山際バス停前自転車駐車場 26台 

⑨ 屋際バス停 屋際バス停前自転車駐車場 30台 

⑩ 金田神社前バス停 金田神社前バス停前自転車駐車場 25台 

⑪ 相川中学校前バス停 相川中学校前自転車駐車場 10台 

  

サイクルアンドバスライド 

（鳶尾団地自転車駐車場） 
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【２－(5)－ア】モビリティマネジメント※の実施 

➢ 市民一人一人の公共交通に関する意識や大切さを醸成していくために、小学校
などにおける路線バスの乗り方教室や、企業における通勤での公共交通の積極

的な利用の啓発、運転免許証の自主返納を視野とされている方を含めた高齢者

の方々など、モビリティマネジメントの取組を教育機関、企業、地元自治会等

と連携し実施します。 

➢ 幅広い年代への公共交通の利用促進に向け、市広報等による情報発信や出前講
座等を実施します。 

  

 

 ■モビリティマネジメントの実施風景 

 

 

 

 

 

 

［出典：柏市］ 

 

【２－(5)－イ】 継割引制度の検討 

➢ 主に交通結節点での路線バス相互の乗り継ぎ時に、料金抵抗を緩和するため、
交通系ＩＣカードの活用による乗継割引制度の検討をバス事業者に働きかけま

す。 

  ■神奈川中央交通による「交通系ＩＣカード乗継割引」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公共交通における施策の展開２－(5)＞ 

公共交通利用促進策の推進 

※モビリティマネジメント：過度な自動車利用に起因する様々な社会問題を緩和するため、地域 

公共交通や自転車への自発的転換を促す交通施策 
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【２－(5)－ウ】商業施設との連携したサービスの導入 

➢ 商業施設と連携し、帰りの路線バスきっぷの進呈、公共交通利用者へのポイン
トサービスなど、公共交通の利用に付加価値を付けた割引サービスや企画切符

等を検討します。 

   ■遠鉄バス「お帰りきっぷ」 

・遠鉄百貨店、遠鉄ストア、イオンモール、

温泉施設等と連携し、買物金額等に応じて

利用可能区間の「お帰りきっぷ（無料乗車

券）」を発券している。 

 

 

 

【２－(5)－エ】個人端末を活用したサービスの推進 

➢ バス待ちのイライラ解消を図るため、路線バスの運行状況がスマートフォンに
よりリアルタイムで確認できるバスロケーションシステムのサービスの活用を

推進します。 

➢ 複数の移動手段や目的地での活動を、先進技術を活用して、検索から予約、決
済まで一つのサービスでシームレスに利用者に提供する「ＭaaS

※」の実現に向

けた取組を、関係機関と連携し推進します。 

 

     ※ＭaaS：先進技術を活用して公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイカー以外のすべ

ての交通手段によるモビリティ（移動）を一つのサービスとしてとらえ、シームレスにつな

ぐ 新たな「移動」の概念 

 

 

■日東交通 お帰りきっぷ 

■スマートフォンアプリを活用した
バスロケーションシステム 

 

■MaaSの概要 

 

［出典：国土交通省］ 
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３ 中心市街地に関する取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本方針３（中 市街地における方針）】 

にぎわ のある空間を演出する交通環境の実現 

＜中心市街地における施策の展開＞ 
 

＜中心市街地に関する取組＞ 

 

【３－(1)－ア】 

歩 て楽し まちに向けた歩行空間の

整備 

【３－(1)－イ】 

複合施設周辺道路の整備 

【３－(1)－ウ】 

本厚木駅東口地下道の有効活用 

【３－(2)－ア】 

路線バス及びタクシー 利用しやす 

北口広場の整備 

【３－(2)－イ】 

鉄道と路線バスの 換環境サービスの
向上 

【３－(2)－ウ】 

本厚木駅西 エリアの整備 
 

【３－(3)－ア】 

駐車場整備計画の策定 

 

【３－(2)】 

快適かつスムーズに り換え 可能な

駅前広場空間の整備 

【３－(3)】 

まちづくりと連携した駐車場対策の推

進 

【３－(1)】 

居 地 よく、ひと中 の空間の整備 



第６章 具体的な取組 
３ 中心市街地に関する取組   

 

- 98 - 

 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
４
章 

第
５
章 

第
６
章 

具
体
的
な
取
組 

第
７
章 

 

 

 

 

【３－(1)－ア】歩 て楽し まちに向けた歩行空間の整備 

➢ 本厚木駅北口では、バリアフリーを基本とし、誰もが歩きやすく、安心で安全
に回遊できるよう、一般車の交通規制や道路空間の再配分による広幅員の歩行

空間を確保するなど、快適な空間の整備を推進します。 

➢ 気軽に訪れ、歩いたり、くつろいだりできるよう快適な歩行環境を確保するた
めに官民一体となった公共空間づくりを進め、オープンカフェスペース等、道

路空間の再配分を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たまプラーザ駅北口                池袋駅西口広場 

 

【３－(1)－イ】複合施設周辺道路の整備 

➢ 路線バスの円滑な運行、歩行者や自転車交通の安全な動線確保、さらには複合
施設整備による新たな交通需要に対応するため、周辺道路の拡幅や新規道路の

整備を着実に実施します。 

 

 

  

＜中 市街地における施策の展開３－(1)＞ 

居 地 よく、ひと中 の空間の整備 

■駅前広場空間を活用した休日マルシェ 
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【３－(1)－ウ】本厚木駅東口地下道の有効活用 

➢ 本厚木駅東口地下道を活用し、本厚木駅と厚木バスセンター及び複合施設を地
下レベルでも往来できるような歩行者の動線を検討します。 

➢ 官民一体となってイベントの開催や施設の活用方法について検討を進めます。 

■本厚木駅東口地下道の状況        ■地下道活性化事業「チカフェス」実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ■他都市における地下道の活用事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

札幌駅前地下広場 マルシェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三越前駅地下歩道 めぐるのれん展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三越前駅地下歩道 ナスバギャラリー ＩＮ 東京 
 

  

地元の名産品の販売 

アーティストとのコラボレーショ

ンによる地元企業ののれんの展示 

自動車事故防止を目的に、交通遺児

等の絵画入賞作品の展示 
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【３－(2)－ア】路線バス及びタクシー 利用しやす 北口広場の整備 

➢ 本厚木駅北口については、路線バスやタクシーが駅直近まで円滑に進入できる
よう、交通規制を継続するとともに、公共交通と歩行者優先のトランジットモ

ール化を推進します。 

➢ 路線バス利用者と周辺歩行者との錯綜を軽減するため、系統別のバス利用特性
を考慮しながら、バス乗り場の増設など再編を実施します。 

➢ 快適にバス待ちができるようバス停上屋のリニューアルを実施します。 

 

【３－(2)－イ】鉄道と路線バスの 換環境サービスの向上 

➢ 初めて本厚木駅を訪れた方でもわかりやすい路線バス乗り場案内表示を整備し
ます。 

➢ 鉄道から路線バス、路線バスから鉄道への乗り換え情報表示を整備します。 

➢ 厚木バスセンターについては、発着機能の強化、待合環境の改善、案内情報板
の設置等を整備します。 

     ■デジタルサイネージイメージ 

     ＜鉄道から路線バス＞          ＜路線バスから鉄道＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：LRT等利用促進にむけて（国土交通省）］ 

 

［出典：東京メトロ］ 

 

【３－(2)－ウ】本厚木駅西 エリアの整備 

➢ 朝夕のピーク時における鉄道駅への送迎車両による道路混雑緩和のため、駅西
側の低未利用地を活用して、自家用車や企業送迎バスによる送迎需要等に対応

した交通ターミナルの整備を検討します。 

➢ 鉄道事業者と連携し、駅西側エリアへのにぎわい拡大に寄与する歩行者等の動
線について検討します。  

＜中 市街地における施策の展開３－(2)＞ 

快適かつスムーズに り換え 可能な駅前広場空間の整備 
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【３－(3)－ア】駐車場整備計画の策定 

➢ 本厚木駅周辺への一般車進入の抑制、荷捌き車両スペースの確保、附置義務駐
車場の隔地、フリンジ駐車場※の整備促進等、駐車場整備地区における駐車場の

あり方を定めた「駐車場整備計画」を策定します。 

 

※フリンジ駐車場：中心部への自動車乗り入れを抑制するために中心部周辺に計画的に配置された駐車場 

 

 

■駐車場整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

＜中 市街地における施策の展開３－(3)＞ 

まちづくりと連携した駐車場対策の推進 

［出典：国土交通省］ 
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